
災害等発生時における工業用水道施設の応急復旧業務に関する覚書

愛媛県松山発電工水管理事務所（以下「甲」という。）と愛媛県管工事協同組合連

合会松山支部、東温支部及び砥部支部（以下「乙」という。）とは、地震、津波等に

より発生した大規模災害等（以下「災害等」という。）における松山・松前地区工業

用水道施設の応急復旧業務の実施について、平成２８年１１月７日に愛媛県公営企業

管理局と愛媛県管工事協同組合連合会が締結した「災害等発生時における工業用水道

施設の応急復旧業務に関する協定」（以下「基本協定」という。）に基づき、次のとお

り覚書を締結する。

（目的）

第１条 この覚書は、松山・松前地区工業用水道施設において、管路の破損等が発生

した場合、甲が乙の協力を得て、迅速かつ的確に応急復旧業務が実施できるよう必

要な事項を定める。

（応急復旧業務の内容）

第２条 甲が乙に協力を要請する応急復旧業務等は、次のとおりとする。

（１）管路の破損等に対する応急復旧作業

（２）その他作業に付随するもの

（協力要請の方法）

第３条 甲は、前条に規定する応急復旧業務について、乙に協力を要請する場合は、

次に掲げる事項を明らかにした書面（第１号様式）により行うものとする。ただし、

災害等の状況により書面によることができない場合は、口頭、電話（携帯電話を含

む）、フアクシミリ又は電子メール等、使用可能な手段を用いるものとする。

（１）災害の状況及び応急復旧業務の内容

（２）応急復旧業務を必要とする日時、場所、人員、資機材等の種類及び数量等

（３）現場担当職員の所属及び氏名

（４）前各号に掲げるもののほか甲が必要と認める事項

２ 乙は、前項の規定により甲から協力要請を受けたときは、所属組合員の中から応

急復旧業務に対して協力する者（以下「協力会社」という。）を選ぶとともに甲に

対して通知するものとする。

３ 応急復旧業務に係る現場の指揮は、甲が指定した現場担当職員が行うものとする。

ただし、当該職員が現場を指揮できない場合は、甲が代行者を指名するものとする。

４ 甲は、次に掲げる事項について可能な限り調査し、乙に伝達するものとする。

（１）現場周辺の状況（台帳図面、工事の支障となる物件及び迂回路等）

（２）関係機関等（各管理者、所轄警察署、所轄消防署等）

（３）緊急時の連絡方法等その他必要な事項

５ 乙は、第１項及び前２項について、甲から示された内容を協力会社に通知するも

のとする。



（応急復旧業務の実施）

第４条 前条の規定に基づき、甲から業務の実施の要請を受けた協力会社は、甲に現

場作業体制を報告するとともに、業務に伴う諸手続を行い、特別な理由がない限り

速やかに応急復旧業務の実施に努めるものとする。

２ 協力会社は、前条第３項に定める現場担当職員の指示に従い、二次災害等が発生

しないよう十分留意するとともに、不測の事態が生じた場合は、速やかに現場担当

職員に報告し対応を協議するものとする。

（報告）

第５条 応急復旧業務が完了した場合は、協力会社は次に掲げる事項について取り纏

め、書面（第２号様式）により甲に報告するものとする。

（１）実施期間

（２）実施場所

（３）業務内容

（４）従事人員

（５）使用した工業用水道資機材等の種類及び数量

（６）前項に掲げるもののほか業務完了報告に必要な事項

（経費の負担）

第６条 第４条第１項の規定に基づき協力会社が実施した応急復旧業務に要した経

費は、甲の積算基準に基づき積算し、甲が協力会社と協議の上決定したのち協力会

社の請求により甲が支払うものとする。

２ 協力会社は、前項の支払いに必要な甲の指示する書類等を経費の請求時に甲に提

出するものとする。

（損害の負担）

第７条 応急復旧業務により生じた損害については、原則として甲が負担するものと

する。ただし、乙及び協力会社の責めに帰すべき事由により生じた損害については、

乙及び協力会社が負担するものとする。

（災害補償）

第８条 この覚書に基づいて業務に従事した者が業務を行うことにより死亡し、負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合の災害補償は、労働者災

害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）により対処するものとする。

（体制整備）

第９条 甲及び乙は、応急復旧業務に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備につ

いて、常に点検及び改善に努めるものとする。

２ この覚書の応急復旧業務に関する連絡窓口は、甲においては愛媛県松山発電工水

管理事務所、乙においては愛媛県管工事協同組合連合会松山支部、東温支部及び砥



部支部とする。

（有効期限）

第 10 条 この覚書は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から書面

による特段の意思表示がない限り、その効力を継続するものとする。

（その他）

第 11 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関して疑義が生じたときは、そ

の都度甲乙協議のうえ決定するものとする。

この覚書の締結を証するため、本書４通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通

を保有する。

平成２８年１１月７日

              甲 愛媛県松山発電工水管理事務所

                 所長 立花 清司

              乙 愛媛県管工事協同組合連合会

                 （松山支部）

                 松山市管工事業協同組合理事長

                    宮本 正一郎

                 （東温支部）

                 東温市管工事業協同組合代表理事

                    渡部 賢治

                 （砥部支部）

                 砥部町管工事業協同組合代表理事

                    塩見 公子



（覚書第３条関係_第１号様式）

第    号

平成  年  月  日

愛媛県管工事協同組合連合会

   支部長 様

愛媛県公営企業管理局

     管理事務所長

（公 印 省 略）

災害等発生時における工業用水道施設の応急復旧業務に関する要請書

「災害等発生時における工業用水道施設の応急復旧業務に関する覚書」第３条に基づき、

下記のとおり要請します。

記

１ 災害の状況及び応急復旧業務の内容

２ 応急復旧業務を必要とする日時、場所、人員、資機材等の種類及び数量等

要請日時 場 所 人員、資機材等

３ 担当職員

所 属 職 名 氏 名

４ その他



（覚書第５条関係_第２号様式）

平成  年  月  日

愛媛県公営企業管理局

管理事務所長 様

愛媛県管工事協同組合連合会       

支部        

（協力会社名）             

応急復旧業務実施報告書

応急復旧業務が完了しましたので、「災害等発生時における工業用水道施設の応急復旧業務

に関する覚書」第５条の規定により報告します。

記

１ 応急復旧業務の実施内容

実施期間 実施場所 業務内容 従事人員 資機材等 数量

２ その他


